
４月 ５月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
審査完了日

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

通知書
発行日

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
審査完了日 審査完了日

通知書
発行日

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

通知書
発行日

通知書
発行日

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30
審査完了日

６月 ７月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

30 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
審査完了日

通知書
発行日

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

通知書
発行日

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
審査完了日 審査完了日

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

通知書
発行日

通知書
発行日

28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
審査完了日

８月 ９月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5
審査完了日

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
審査完了日

通知書
発行日

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
審査完了日

通知書
発行日

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
審査完了日

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

通知書
発行日

通知書
発行日

30 31 1 2 3 4 5

令和8年度 経営事項審査 結果通知書 発行予定表
•結果通知については、審査完了日（収受印の日付、別添参照）に応じて、発行予定日を定めています。
•このカレンダーは、書面（紙）申請の場合の予定表です。電子申請の場合、2営業日前までに審査が完了したものを下記の日程
で発行します。
 例）【書面申請】4月13日までに審査が完了した場合、結果通知書は4月22日発行
   【電子申請】4月21日までに審査が完了した場合、結果通知書は4月22日発行
★期日を過ぎた場合の、個別対応は承っておりませんのでご留意願います。

申請書の収受印の日付



10月 11月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
審査完了日 審査完了日

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
審査完了日

通知書
発行日

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
審査完了日

通知書
発行日

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
審査完了日

通知書
発行日

25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5

通知書
発行日

12月 １月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
審査完了日

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
審査完了日

通知書
発行日

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
審査完了日

通知書
発行日

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
審査完了日

通知書
発行日

27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30

通知書
発行日

31 1 2 3 4 5 6

２月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6
審査完了日 審査完了日

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

通知書
発行日

通知書
発行日

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
審査完了日 審査完了日

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

通知書
発行日

通知書
発行日

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3

申請書の収受印の日付



様式第二十五号の十四 （第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
 建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般
2.特定

20 25

9 9999 99 9 9

資本金額又は出資総額
4 5 10

2
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法人番号
14 15
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知事

知事

3
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０ １

コード 1

（用紙Ａ４）

令和8年　　4月　　1日　　　　　　　　

3

令和 令和

3 5 10

請求年月日

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

　代表取締役　県庁太郎　　　

（株）新潟建設　

〒950-8570　新潟市中央区新光町４－１

項 番

新潟県知事

 地方整備局長
 北海道開発局長
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１ １ 県 庁 太 郎

１ ０

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

法 人 又 は 個 人 の 別

処 理 の 区 分

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

申 請 等 の 区 分

１ ２ 1 3

5

3 5

5

3

1 0

10 15 20
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許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 1 2

機舗 板
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絶 通 園 井 水 消筋管土 大建 左 と 石 屋 電

15

ガしゆ

20

タ 鋼

3

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６

5－

20

5 1 1

20

清

30

（

解

40

）

5

9 9

3 5 10 15

具塗 防 内

9

総 合 評 定 値 請 求 書
 経 営 規 模 等 評 価 再 審 査 申 立 書

2520

9

0 7

-8.4.22

新潟県
収受

収受された日付により、結果通知書の

発送日が異なります
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